
（平成29年５月22～30日）

【問い合わせ先】

安全衛生推進機構HP

( http://d-eshi.anei-k.okayama-u.ac.jp/）
「お問い合わせ」からご連絡下さい。

労働安全衛生法の一部改正

平成28年6月1日施行

化学物質リスクアセスメント実施の義務化

岡山大学における

化学物質リスクアセスメント実施と報告・確認システム



SDSに関する国内法（H29年3月末時点）

ＳＤＳを義務付けしている法律は、以下の3つある。

・労働安全衛生法（略称：安衛法）
・化学物質排出把握管理促進法（略称：化管法）
・毒物及び劇物取締法（略称：毒劇法）

該当法令 対象物質数 内訳

化管法 562 第1種指定化学物質（462）、第2種指定化学
物質（100）

毒劇法 130 毒物（28）、劇物（93）、特定毒物（9）

毒劇指定令 596 毒劇法別表以外の指定
毒物（112）、劇物（474）、特定毒物（10）

ただし、同一事業者に同一の指定化学物質を継続的または反復して譲渡・提供する場合、受領者から請求さ

れた場合を除き、既にＳＤＳが提供されている場合、ＳＤＳの提供を省略することができる。

安衛法 640（+27） 640（平成28年6月） + 27（平成29年3月追加）



化学物質のリスクアセスメントの実施

実施の対象

岡山大学では、次に掲げる対象化学物質について、リスク

アセスメント（ＣＲＡ）を実施する。

① 一定の危険性や有害性のある663（＋α）物質の使用前

② 対象物質の作業方法や手順を新規採用または変更時

③ 現在使用している物質でも過去にＣＲＡ結果がない

なお、在庫のみで上記の対象物質の使用予定がないものについては、ＣＲＡ実

施はしなくてよい。但し、使用開始する際には、必ず事前にＣＲＡを実施する。

使用量・使用頻度が多く、危険性・有害性の高い物質を優先



リスクアセスメント実施の流れ

ステップ１ 化学物質などによる危険性または有害性の特定

ステップ2 特定された危険性または有害性によるリスクの見積り

ステップ3 リスク見積りに基づくリスク低減措置の内容の検討

ステップ4 リスク低減措置の実施

ステップ5 リスクアセスメント結果の労働者への周知

（法第57条の3第1項）

（安衛則第34条の2の7第2項）

（法第57条の3第1項）

（法第57条の3第2項 努力義務）

（安衛則第57条の2の8）
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“労働者（＝構成員）の参画”の重要性!!



リスクアセスメントは、実験計画および準備の時に

（研究）実験の発想

（研究）実験の計画と準備

（研究）実験に
必要物の調達

（研究）実験手法
の検討・選択

（研究）実験の

器具・装置の設置

予備の（研究）実験

本（研究）実験
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セ
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化学物質リスクアセスメント実施のフロ－チャ－ト

教育研究のために、大学および関連する事業場内に持ち込まれ
た、一定の危険性や有害性が認められた化学物質のリスクアセ
スメント（ＣＲＡ）実施が義務化された663（+α）物質＊1

保管のみ？

対象物質

ＣＲＡ不要

Yes

No

新規の取扱い？
Yes

ＣＲＡ実施No

過去にCRA実施？

No
作業内容、
危険性や有害性
の変更あり？ＣＲＡ実施

Yes

ＣＲＡ不要

ＣＲＡ実施

Yes

No

＊１一般消費者の生活に供する製品は除外

① 薬事法に定められている医薬品・医薬部外品及び化
粧品

② 農薬取締法に定められている農薬

③ 労働者による取り扱いの過程において固体以外の状
態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品

④ 対象物が密封された状態で取り扱われる製品

使用する場合は、

事前にＣＲＡ実施

変更がある場合は、事前にＣＲＡ実施



化学物質のリスク管理の基本

有害性 ばく露量
化学物質の人体へのリスクの大きさは、
「有害性*1」の強さと「ばく露*2」の量で
決まります。
*1有害性：悪影響の度合い。
*2ばく露：さらされる、吸ったり、触れたりする事。

「化学物質のリスク管理」の2つの要素

②有害性の高い化学物質は、できるだけばく露しないようにする。⇒有害物質の強制排気や保護具の着用

①ばく露量の大きい用途では、有害性をどのくらい小さくするか。⇒有害性の低い代替品への転換

×

安全性ばく露
量有害

性

リスク低減の方法①

有害性
ばく
露量

安全性

リスク低減の方法②



化学物質のリスク評価ツール活用のための準備

A: 対象化学物質の危険性（ハザ－ド）の情報

B: 対象化学物質の使用方法（⇒ばく露）の情報

A: SDS（16項目）から情報を入手する。
1. SDSの“危険有害性の要約（項目

2）”のGHS分類
2. SDSの“物理的及び化学的性質”

（項目9）の沸点

B: 対象化学物質を使用している現場
における、

1. 正味の使用量、使用時間

2. 実際の換気（設備）方法、保護具
の使用

について特定する。

A, Bの情報から、

下記のリスクアセスメント支援ツ
－ルを活用する。
① コントロ－ルバンディング
② 福井大学版
③ 筑波大学版
④ BIG Dr.（ビッグ ドクタ－）
⑤ その他

なお、「⑤その他」の方法で、リスクアセスメント
を実施した場合は、そのリスク評価方法の内容
説明と判定結果を報告書に記載する。



ＳＤＳの活用（化学物質のリスクアセスメント）

目に対する損傷 区分2B
生殖毒性 区分3

目に対する損傷 区分2A
生殖毒性 区分1B
特定臓器毒性 区分1～3



リスクレベルの見方とその対応

Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ

リスク大 リスク小

Ⅲ ：リスクレベル中程度：許容限界

Ⅱ Ⅰ ：リスクレベル小：許容範囲

Ⅴ Ⅳ ：リスクレベル大：許容オ－バ－

上記のリスクレベルでの健康影響：遺伝性疾患・発がん性のおそれの疑い ＋ 目・皮膚の障害

（5、4、3、2、1） ＋ （S） ⇒ 3＆S （例示：リスク評価の結果）

（対応）追加のリスク低減措置は不要であるが、コスト効果の優れた、又はコストのかか
らない低減策の実施

（対応）リスク低減対策を実施する期限を決め、期限内にリスク低減策を実行する。

（対応）リスク大の業務に対して、リスク低減措置を講ずる。また、やむを得ず対象の業
務を行う場合で、リスク低減措置の実施に時間を要する場合には、暫定的なリスク低減
措置を講じる。



岡山大学における化学物質リスクアセスメントの実施方針

岡山大学は，平成２８年６月１日に施行された「化学物質のリスクアセスメント」の義
務化を受けて，以下の実施方針に基づき，本学において取り扱う化学物質による事故
や健康障害を防止するために，化学物質のリスクアセスメントを実施する。

1. 本学は，厚生労働省が指定する化学物質及び
本学がその危険性や有害性があると認めた化
学物質（以下「対象化学物質」という。）について，
その使用前に，リスクアセスメントを実施する。

2. 本学は，化学物質を使用する者（使用予定があ
る者を含む。以下「化学物質使用者」という。）を
対象として，定期的に化学物質のリスクアセスメ
ント教育を実施する。

3. 化学物質使用者は，対象化学物質を使用する
前に，リスクアセスメントを実施し，実施報告書
を作成し，化学物質を管理する単位（以下「化学
物質管理単位」という。）における責任者（以下
「化学物質管理責任者」という。）に提出すること。
なお，化学物質リスクアセスメント評価手法及び
実施報告書の様式については，別に定める。

4. 化学物質管理責任者は，以下を実施する。

① 保有する対象化学物質のセーフティデータシー
ト（ＳＤＳ）を，化学物質管理単位で閲覧可能な
状態で保管すること。

② 化学物質使用者が作成したリスクアセスメン
ト実施報告書を確認するほか，その内容に
ついて責任を負うこと。

③ 実施報告書を化学物質管理単位内の化学
物質使用者へ周知し，閲覧可能な状態で保
管すること。

④ 実施報告書の写しを安全衛生推進機構に提
出すること。

⑤ リスクアセスメント実施件数を毎月，化学物
質管理単位を統括する部局長に報告するこ
と。

⑥ リスクアセスメント結果に基づき，リスク低減
が必要と判断した場合は，リスク低減措置を
実施すること。

5. 部局長は，化学物質管理責任者からリスク
アセスメント実施件数について報告を受け，
所属事業場の安全衛生委員会にリスクアセ
スメント実施件数について議題提出する。



岡山大学の化学物質リスクアセスメント実施報告書（記入事項）

＊事業場名 ：津島、鹿田、三朝など
＊部局名 ：＊＊研究科（理）など
＊化学物質管理単位の名称 ：＊＊グル－プ、＊＊研究室など
＊リスクアセスメント実施者 ：教職員、学生などの氏名
＊化学物質管理責任者 ：化学物質管理単位長の氏名
＊建物名 ：工学部1号館など
＊室名 ：＊＊号室など
・ 排気方法（設備） ：［局所排気・全体換気・無］の選択
リスクアセスメント実施日 ：日付
※化学物質名 ：日本語名
※Name ：英語名
※CAS No. ： Chemical Abstracts Service 番号

対象物質の使用作業名 ：「＊＊＊＊の合成－a－0001」など
使用開始日 ：リスクアセスメント実施後の日付
・ ＳＤＳ確認 ：［有・無］の選択
・ 局所排気装置利用 ：［有・無］の選択⇒排気操作の確認
・ 安全メガネ・手袋の着用 ：［有・無］の選択⇒保護具着用の確認
・ 作業環境測定の実施 ：管理区分



岡山大学
化学物質のリスクアセスメント

実施報告・確認システム
岡山大学「リスクアセスメントワ－キング（化学物質）」において、決定された実
施方針に基づいて、実施報告および確認の作業をサポ－トするために製作した
リスクアセスメント実施支援システムです。

https://ora-chem.anei-k.okayama-u.ac.jp/ora/

なお、このシステムの利用は、岡山大学統合認証（シングルサインオン）
システムを経由して使用可能になります。

岡山大学化学物質リスクアセスメント報告・確認システム

H29年6月1日から試行開始、9月1日から本運用開始



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム①

化学物質管理責任者：メンバ－登録と追加

化学物質管理単位メンバ－：作業場所等の登録

化学物質管理単位メンバ－：リスクアセスメント実施・登録

化学物質管理責任者：リスクセスメント実施・登録の内容確認

管理単位メンバ－：リスクアセスメント最終報告の確認

化学物質管理責任者：リスクセスメント実施報告書の最終登録

化学物質管理責任者：リスクセスメント報告書の確認状況の把握

（承認または却下）

（報告書の書き換え不能）

全体の流れ



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム②

① 研究室責任者は研究室単位と構成員の確認するために、

〔 〕をクリックして下さい。管理単位・メンバ－追加

①



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム③

② 管理単位の名称、部局名、責任者氏名、メンバ－数を確認して下さい。

③ 〔 〕をクリックすると、管理単位の構成員などの情報が開きます。詳細

②

③



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム④
④ 管理単位の詳細を確認して、所属メンバ－の未登録がありましたら、

〔 〕 をクリックして下さい。所属メンバ－情報 更新画面へ

④



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム⑤

⑤ 所属メンバ－の氏名を記入（検索）した後、〔 〕を押して追加登録して下さい。追加

⑥ 責任者代行者の指定は、チェックの後、〔 〕を押して下さい。チェックしたメンバ－を責任者代行にする

⑤

⑥

“責任者代行者”とは、管理責任者が〔報告書の確認〕できないときに、これを代行する者。



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム⑥

⑦ リスクアセスメント対象物質を取り扱う者は〔 〕をクリックして下さい。報告書新規作成

⑦



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム⑦

⑧ 対象物質を使用する管理単位情報を選択して、作業場所情報を入力して下さい。

⑧



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム⑧

カレンダ－から選択TTFへの付加反応－a－0001



ある化学物質の合成実験の場合

【化合物Ｘの合成実験で使用する化学物質】 ①原料A（化学物質）: 対象物質=毒性高、

②原料B（化学物質）：対象物質=毒性中、③原料C（化学物質）：非対象物質=毒性低、

④溶媒D（化学物質）：対象物質=毒性中、⑤触媒E（化学物質）：対象物質=毒性極高

反応 ① ＋ ② ＋ ③ 化合物Ｘ ＋ 新規物質Ｙ・・・・b
⑤

④

①の精製（200ml使用）、②の精製（100ml使用）、 ④の精製（500ml使用） ・・・a

ＸおよびＹの分離・精製ためのカラム（② ３Ｌ使用 ） ・・・・・・・・・・・・・c

タイトル：新規化合物Ｘの合成

原料
精製

予備、
本実験

分離、
精製

リスクアセスメント対象物質を使用する作業において、危険・毒性の高い（⑤：タイ

トル－b－0001）と（①：タイトル－a－0002）および使用量の多い（②：タイトル－c

－0003）、（④：タイトル－a－0004）を優先してリスクアセスメントを実施する。

5ml 5ml 1ml

50ml

10ml



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム⑨

⑳ 化学物質管理責任者は、

提出された報告書を確認した後、〔 〕をクリックして下さい。リスク低減措置入力画面へ

⑳



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム⑩
㉑ 化学物質管理責任者は、提出された報告書を確認した後、

〔リスク低減策とその実施内容〕を記入して下さい。最後に、保存ボタンを押してください。

※現時点で、報告書は〔未確認〕になっています。

㉑

出来るだけ少量を使用し、反応終了後の反応残留物などは適切に廃棄処理します。

リスクアセスメント実施結果は、同様に取り扱う者に連絡・周知します。

研究目的の遂行上、対象化学物質を直ぐに不使用や代替品に変えることは出来ません。なお、局所排気装置の使用や保護具
の着用を徹底します。今後、実験計画を見直す際に実験手法の見直しや代替品への転換などを検討します。



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム⑪

㉒ メニュ－から〔報告書確認〕をクリックして、検索対象から〔確認済みの報告書〕を

チェックすると、上段の報告書、下段に報告書確認状況が表示される。

上段

下段

㉒



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム⑫

㉓ 報告書は〔報告書様式でＰＤＦファイル〕として、外部出力が可能です。

㉓



化学物質リスクアセスメント報告・確認システム⑬



化学物質リスクアセスメント実施報告・確認システムによる報告書

の提出等の全学運用開始および試行期間

化学物質のリスクアセスメントの義務化（平成28年6月施行）

H28年6月
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化学物質リスクアセスメント報告・確認システムに関する

ご質問やご要望は、以下のサイトからお願い致します。

安全衛生推進機構HP http://d-eshi.anei-k.okayama-u.ac.jp/


